
 

奈半利町健全化判断比率の修正について 

 

 

平成 20 年度、平成 21 年度、平成 22 年度、平成 23 年度、平成 27 年度、平成 28

年度及び平成 29 年度の決算に基づく地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平

成 19 年法律第 94 号）第３条第１項の規定による実質公債費比率の計算方法につい

て、齟齬が生じていたため修正を行ない、監査委員の意見をつけて平成 30 年第４回

奈半利町議会定例会に報告しましたので、公表します。 

 

 

修 正 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％） 

年度 修正前 修正後 比較 

平成 20 年度 18.7 19.0 0.3 

平成 21 年度 15.8 16.1 0.3 

平成 22 年度 12.8 13.1 0.3 

平成 23 年度 10.6 10.8 0.2 

平成 26 年度※ 4.4 4.4 ― 

平成 27 年度 0.6 1.3 0.7 

平成 28 年度 △2.2 0.0 2.2 

平成 29 年度 △1.5 0.6 2.1 

※平成 26 年度については算定に係る基礎数値のみ修正。 


